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１ 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例案について 

 国民健康保険関係法令等により目黒区国民健康保険条例（以下「条例」という。）

に委任された事項には、保険料の賦課及び徴収、保険料の減免又は徴収猶予、保険

給付の実施などがあり、条例の改正は区議会の議決によることとなっている。 

国民健康保険事業の運営に関する協議会においては、区議会の議決に先立ち、区

長の諮問に応じて、「国民健康保険の条例改正について」を審議することとなる。 

審議する条例改正の主な項目は、以下のとおり。 

（１）令和５年度目黒区国民健康保険料率の改定等に伴う規定の整備 

賦課割合、所得割率、均等割額、賦課限度額、低所得対象世帯に係る所得判定

基準、低所得対象世帯及び未就学児に係る保険料均等割軽減額の改定 

 ※保険料賦課限度額及び低所得対象世帯に係る所得判定基準については、国民

健康保険法施行令の改正に伴うもの 

【条例の改正箇所】第１５条の４、第１５条の１２、第１５条の１６、 

第１６条の４、第１９条の２、第１９条の４ 

⇒ 保険料設定の考え方及び具体的な保険料率の改定内容は、２～６ページを

参照 

 

（２）関係法令の改正に伴う規定の整備 

ア 健康保険法における出産育児一時金が引き上げられることを踏まえ、国民健

康保険の出産育児一時金も引き上げることとし、改正を行うもの。 

【条例の改正箇所】 第１０条      （健康保険法及び同法施行令関係） 

イ 雇用保険法施行規則の改正に伴い、特例対象保険者（非自発的失業者）に係

る保険料軽減対象者等の届出に関する規定について所要の改正を行う。 

 【条例の改正箇所】 第２４条の３     （雇用保険法施行規則関係） 

ウ 国民健康保険法施行令の改正に伴う保険料賦課限度額及び低所得対象世帯に

係る所得判定基準の改正 

 上記（１）と兼ねて整理 

⇒ 関係法令の改正（制度改正等）に伴う条例改正等については、７ページを

参照 

 

（３）その他 

条例の一部を改正する条例付則に施行日や条例の適用に関する経過措置などを

定める。 

※上記各項目の具体的な条例改正案の内容については、資料４「目黒区国民健康保

険条例の一部を改正する条例案の概要」を参照
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２ 令和５年度 特別区国民健康保険料率等の設定について 

（１）特別区における国民健康保険料の基本的な考え方 

ア 国保制度上の原則的な考え方 

    国民健康保険制度改革により、平成 30 年度から都道府県が国保の保険者

に加わり、財政運営の責任主体となって、安定的な財政運営や効率的な事業

の確保等の国保運営に中心的な役割を担うこととなり制度の安定化が図ら

れた。 

これにより、保険給付に必要な費用は、保険給付費等交付金として都から

全額支払われることとなり、区市町村は年度途中における医療給付の急増な

どへの財政上リスクを負わない仕組みとなった。 

その一方で、区市町村は、保険給付費等交付金の財源として都に国民健康

保険事業費納付金を納付（以下、「納付金」という。）し、その経費に充てる

ため、被保険者から保険料を徴収することとなった。また、区市町村は、保

険料の賦課・徴収のほか、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、

保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行っている。 

【賦課総額（保険料として集めるべき額）の算定の考え方】 

保険料の賦課総額＝都に納付する「国保事業費納付金」に「出産育児諸費

や葬祭諸費、保健事業費」などの事業に必要な費用を加算し、「国・都の公

費及び区一般会計からの法定の繰入金」などの収入見込を減算した額 

⇒ 資料１の２「賦課総額」及び資料２を参照 

※なお、保険給付に必要な費用は、基本的には都から交付される保険給付費等

交付金で全額補填される。 

イ 特別区の対応（激変緩和措置等） 

（ア）これまでの経緯 

特別区では、従前から、23区にお住まいで、同一所得、同一世帯構成であ

れば同一の保険料となるように特別区独自の「統一保険料（基準保険料率）

方式」を採用してきており、現在もその考え方は継続している。 

また、平成 30 年 4 月の国保制度改正により、被保険者の保険料負担が急

激に増えることのないよう国や都は一定の激変緩和措置を講じているが、特

別区においても独自の激変緩和措置として、平成 30 年度は、東京都が示し

た特別区全体の納付金の 94％を新たに納付金として定め、本則と同様に加除

を行い、賦課総額とすることとした。ただし、過年度保険料収納見込額を減

じることなく収納率での割り返しを行なわない。 

なお、この特別区の激変緩和措置は、平成 30 年度から国による 6 年間の

激変緩和措置期間を目途に、この割合を原則年 1％ずつ引き上げ、法定外繰

入を段階的に解消するとしている。 



3 

（イ）令和５年度に向けての対応 

統一保険料方式における令和４年度基準保険料算定では、激変緩和割合

を 97.3％としたうえで、新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる医

療費増に対応するため、特に影響の大きい基礎分に追加で一般財源を投入

した。 

令和５年度は、独自激変緩和割合を、平成 30年度の国保制度改革に対応

して実施した経緯を踏まえ、新型コロナウイルス感染症拡大などの特殊な

影響による単年度限りの負担抑制策とは切り分け、当初の予定の激変緩和

期間どおりと整理すれば、納付金の 98.6％を賦課総額として保険料算定を

行うこととなる。 

しかしながら、保険料急増の現状を踏まえ、令和５年度保険料の算定に

あたっては、前年度の独自激変緩和割合と同じ 97.3％に維持する。これに

よる納付金に対する抑制額は、約 87億円になる。 

併せて、基礎分に対して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響額 137

億円と財政安定化基金取崩額に係る令和５年度償還額 20億円の計 157億円

を一般財源から追加投入することとした。 

この結果、令和４年度算定時の納付金に対する抑制額（一般財源からの

投入額）は、合計で約 244億円となる。 

 

【参考】 

保険料抑制額（目黒区分）約 754百万円 1人当たり抑制額 15,035円 

（目黒区内訳：激変緩和分 276百万円、コロナ影響分等 478百万円） 

 

 

※「賦課総額」「統一保険料方式」「賦課割合」等については、資料１「補足

説明（用語解説等）」を参照 
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≪特別区国民健康保険における保険料率の推移≫ 

【基礎（医療）分＆後期高齢者支援金分】   ※賦課限度額は政令改正に基づき改正している。 

基礎（医療）分＆ 
後期高齢者支援金分 

令和５年度（案） 令和 4 年度 令和 3 年度 令和 2 年度 平成 31 年度 

賦課割合（所得割：均等割） 58：42 58：42 58：42 58：42 58：42 

保
険
料
率
等 

所得割率（％） 9.59 9.44 9.54 9.43 9.49 

基礎分 支援金分 7.17 2.42 7.16 2.28 7.13 2.41 7.14 2.29 7.25 2.24 

均等割額（円） 60,100 55,300 52,000 52,800 52,200 

基礎分 支援金分 45,000 15,100 42,100 13,200 38,800 13,200 39,900 12,900 39,900 12,300 

賦課限度額（円） 870,000 850,000 820,000 820,000 800,000 

基礎分 支援金分 650,000 220,000 650,000 200,000 630, 000 190,000 630,000 19,000 610,000 19,000 

1 人当たり保険料（円） 143,363 131,813 124,989 126,202 125,174 

基礎分 支援金分 107,348 36,015 100,322 31,491 93,389 31,600 95,473 30,729 95,640 29,534 

1 人当たり保険料 

前年度との比較 

金額（円） 11,550 6,824 ▲1,213 1,028 3,186 

率（％） 8.76 5.46 ▲0.96 0.82 2.61 

【介護納付金分】 

介護納付金分 令和 5 年度（案） 令和 4 年度 令和 3 年度 令和 2 年度 平成 31 年度 

賦課割合（所得割：均等割） 58：42 58：42 58：42 57：43 54：46 

保
険
料

率
等 

均等割額（円） 16,200 16,600 17,000 15,600 15,600 

賦課限度額（円） 170,000 170,000 170,000 170,000 160,000 

1 人当たり保険料（円） 38,808 39,567 40,879 35,950 33,550 

1 人当たり保険料 

前年度との比較 

金額（円） ▲759 ▲1,312 4,929 2,400 665 

率（％） ▲1.92 

 

▲3.21 

 

13.71 

 

7.15 

 

2.02 

 

4 
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３ 令和５年度目黒区 国民健康保険料率の改定案の内容等について 

（１）東京都から示された目黒区の納付金及び標準保険料率等について 

ア 納付金額 基礎（医療）分   70億 9,748万円余（一般被保険者分） 

         後期高齢者支援金分 21億 6,978万円余（一般被保険者分） 

         介護納付金分      9億 5,713万円余（一般・退職被保険者分） 

          合計       102億 2,440万円余 

イ 標準保険料率 

基礎（医療）分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 

7.93/100 47,475円 2.53/100 14,676円 2.27/100 16,620円 

   ※都道府県は毎年度、国民健康保険法第 75 条の 7 に基づき各区市町村の医

療費水準及び所得水準を反映した「国民健康保険事業費納付金」を決定す

るとともに、同法第 82条の 3に基づき保険料率の標準的な水準を表す「標

準保険料率」を算定し、公表することとされている。 

   ※市町村標準保険料率とは、都道府県内統一の算定基準による区市町村ごと

の保険料率の標準的な水準を表している。都においては 2方式（所得割及

び均等割）を用いて試算している。 

 

（２）目黒区における国民健康保険料の設定の考え方 

基礎分（所得割率・均等割額）、後期高齢者支援金分（所得割率・均等割額）

は、特別区統一保険方式の基準保険料率に沿い、目黒区に当てはめた賦課割

合を求めると 63:37 になる。ただし、後期高齢者支援金分については、基準

保険料率をそのまま適用して令和５年度の保険料を賦課した場合、賦課総額

が本来集めるべき金額を超えてしまう見込みとなったため、所得割率につい

ては、調整を図った上で設定することとした。 

介護納付金分（均等割額）は、特別区の基準保険料率に沿いつつ、介護納

付金分（所得割率）については、各区で算定することとしており、被保険者

の大幅な負担増とならないよう、一定の抑制を図ることとする。 

 

（３）目黒区国民健康保険料率の改定案等について 

   上記（１）（２）を踏まえて算定した目黒区国民健康保険料率の改定案の内

容は、６ページの「目黒区国民健康保険料率改定案の内容等」のとおり 

※保険料率の改定案を反映した具体的な条例改正案の内容については、資料４

「目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例案の概要」を参照 
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目黒区国民健康保険料率改定案の内容等 

① 基礎分＊1・後期高齢者支援金分＊2          ＊下線部分が変更箇所 

年度 所得割 均等割 
賦課割合 

（所得割：均等

割） 

賦課限度額 

４ 

9.44/100 55,300 円 特別区 
（58：42） 

85 万円 

基礎分  7.16/100 基礎分  42,100

円 

基礎分  65 万円 
目黒区 

（64：36） 支援金分 2.28/100 支援金分 13,200

円 

支援金分 20 万円 

５案 

9.48/100 60,100 円 特別区 
（58：42） 

87 万円 

基礎分  7.17/100 基礎分  45,000

円 

基礎分  65 万円 

目黒区 
（63：37） 

支援金分 

目黒区 2.31/100 

（特別区2.42/100） 

支援金分 

15,100 円 
支援金分 22 万円 

② 介護納付金分＊3               ＊下線部分が変更箇所 

年度 所得割 均等割 
賦課割合（所得割：均

等割） 
賦課限度額 

４ 
目黒区 

2.10/100 
16,600 円 

特別区 （58：42） 
17 万円 

目黒区 （60：40） 

５案 
目黒区 

1.93/100 
16,200 円 

特別区 （58：42） 
17 万円 

目黒区 （61：39） 
  

③ 一人当たり保険料（基礎分・後期高齢者支援金分）（年額） 

年度 特別区 

 

目黒区 非自発的失業軽減・ 

均等割額軽減等の場合＊4 

４ 131,813 円 152,953 円 139,043 円 

５案 143,363 円 163,036 円 147,433 円 

差引額 11,550 円増 10,083 円増 8,390 円増 

④ 一人当たり保険料（介護納付金分）（年額） 

年度 特別区 

 

目黒区 非自発的失業軽減・ 

均等割額軽減等の場合＊4 

４ 39,567 円 42,000 円 37,875 円 

５案 38,808 円 41,606 円 37,473 円 

差引額 759 円減 394 円減 402 円減 

目黒区は、23 区平均に比べ一人当たりの所得が高いため、一人当たりの保険料

が 23区平均と比べて高くなっています。 

＊1：被保険者の各種給付とそれに必要な事務に使用 ＊2：後期高齢者医療制度の保険給付に使用 

＊3：介護保険第２号被保険者の保険料を国民健康保険で一括徴収 

＊4：非自発的失業軽減、低所得者及び未就学児への均等割額軽減適用後の一人当たりの保険料
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４ 関係法令の改正に伴う条例改正について 

（１）出産育児一時金の支給額の引き上げ【健康保険法施行令関係】 

出産育児一時金については、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」

（令和 4年 12月 15）において、「出産育児一時金の額は、令和 4年度の全施設

の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で５０万円

に引き上げるべき」とされた。 

このことを踏まえて、国は健康保険法施行令等の一部改正を行った。これに

伴い、本区においても条例を改正し、出産育児一時金を４２万円から５０万円

に引き上げる。 

【健康保険法施行令の改正】 

健康保険法において、政令（健康保険法施行令第３６条）で定めるとされて

いる出産育児一時金の支給額が、「４０．８万円」から「４８．８万円」に改

正したところである。これにより、産科医療補償制度※に係る掛金も考慮した

出産育児一時金の支給額は「５０万円」となる。 

※産科医療補償制度：通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に補償を

行う制度。一般に分娩機関は、この制度に係る損害保険に加入する。 

（２）特例対象被保険者等に係る届出に関する規定の整備【雇用保険法施行規則関係】 

特例対象保険者（非自発的失業者）に係る保険料軽減の対象者等の把握にあた

り、雇用保険受給者資格証の提示を求めている。雇用保険法施行規則が改正され、

新たに雇用保険受給資格通知が交付されることにより、当該通知の提示を受ける

ことで非自発的失業者対象者の把握が可能となることを受け、所要の改正を行う。 

（３）国民健康保険料賦課限度額の改正【国民健康保険法施行令関係】 

   国民健康保険法施行令の改正に伴い、所要の改正を行う。 

   賦課限度額は、受益と負担の関係で被保険者の納付意欲に与える影響などを

考慮し、国民健康保険料の負担額に一定の上限を設けるもので国が政令で規定

する金額を上限として、区市町村がそれぞれの条例で定めることとなっている。 

   国は、必要な保険料の引き上げを行う中で、高所得者にも応分の負担を求め、

負担感が重いといわれる中間所得層の負担上昇をできる限り抑制することを

目的に賦課限度額の引き上げを適宜行ってきている。 

   また、物価上昇の影響で実質的な所得が減ることに対して、均等割軽減を受

けている世帯の範囲がこれに見合ったものとなるように、均等割軽減対象世帯

の軽減判定所得基準額を算出する際に世帯人数に乗じる額を引き上げること

としたものである。 

※具体的な保険料賦課限度額については、４ページ「特別区国民健康保険にお

ける保険料率の推移」及び６ページ「目黒区国民健康保険料率改定案の内容

等」に記載。 

※上記各項目の具体的な条例改正案の内容については、資料４「目黒区国民健康保険

条例の一部を改正する条例案の概要」を参照
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５ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

（１）経緯及び概要（資料５参照） 

令和元年５月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の

一部を改正する法律」が公布され、広域連合は市町村との連携の下、令和６年度までに

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取組んでいくこととなった。 

７５歳に達すると、医療保険者が区から広域連合に変わるため、保健事業の適切な継

続が課題となっている。また、高齢者は複数の慢性疾患に加え、フレイル状態になりや

すいなど、疾病予防と生活機能維持の両面のニーズを有するが、医療保険は広域連合、

介護保険は区が担うため、健康状況や生活機能の課題を一体的に対応できていないとい

う課題がある。 

これらの課題解決に向け、令和５年度から区が広域連合から高齢者保健事業実施の委

託を受け、国保保健事業や地域支援事業と一体的に実施する枠組みを構築し対応してい

く。 

 

（２）事業内容（資料６参照） 

国の示す交付基準として、広域連合から委託を受け、区において医療専門職を配置し、

下記事業を適正に行うものとしているため、区としても交付基準に沿って取り組んでい

く。 

ア 医療･介護データ分析による地域の健康課題の明確化と業務全体の企画･調整･分析 

各種計画との整合性を確保しつつ、ＫＤＢ（国保データベース）システム等の医療・

介護データを用いて、事業対象者の状況を分析、地域課題を把握・設定する。その上

で、その地域課題を解決するための具体的な施策について、関係所管課や関係機関と

連携・調整しながら企画をする。 

イ 高齢者に対する支援内容 

（ア）健康状態不明高齢者の状態把握・必要なサービスへの接続 

（ハイリスクアプローチ） 

医療も健康診査も受診していない後期高齢者は、目黒区で約１,１００人いる（令

和４年１１月現在）。令和５年度は健康診査の未受診歴が長いなど、特にリスクの高

い健康状態不明者を優先的に取り組んでいく。 

  

 

 

 

 

 

 

（イ）介護予防事業実施時における健康教育・健康相談等 

（ポピュレーションアプローチ） 

介護予防として実施している各種事業において、ＫＤＢシステムによる分析結果

を踏まえ、地域課題に即した健康教育や健康相談を行う。 

※国が示すハイリスクアプローチのメニュー 

① 低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防の取組 

② 重複・頻回受診者・重複投薬者等への相談・指導の取組 

③ 健康状態不明高齢者の状態把握・必要なサービスへの接続 

 国の交付基準として１つ以上実施する必要がある。 


